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資料１ 

 
 
 
 
 
 

定  款（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本アルコール産業株式会社 
 



第１章 総 則 
 
（商号） 

第１条 本会社は、日本アルコール産業株式会社法により設立し、日本アルコ

ール産業株式会社と称する。 
２ 前項の商号は、英文で JAPAN ALCOHOL CORPORATION とする。 
 
（目的） 

第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(１) アルコールの製造の事業 

(２) その他以下に掲げる事業  

イ アルコールの販売及び輸入の事業 

ロ 肥料及び飼料並びにそれらの原料の製造及び販売の事業 

ハ 食品及び化粧品の原料の製造及び販売の事業 

ニ 除菌剤、防かび剤、日持向上剤等の製造及び販売の事業 

ホ 調味料及び清涼飲料水の製造及び販売の事業 

ヘ 化学物質の分析及び微生物の試験に関する受託の事業並びにアルコール

の製造に関する技術を提供する事業 

ト 不動産賃貸業 

チ 倉庫業及び駐車場業 

リ 屋外広告業 

(３) 前２号の事業に附帯する事業 
 
（本店所在地） 

第３条 本会社は、本店を東京都港区に置く。 
 
（公告の方法） 

第４条 本会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

 

第２章 株 式 

 

（株式の総数） 
第５条 本会社の発行する株式の総数は、○株【Ｐ】とする。 
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（基準日） 

第６条 本会社は、毎年３月３１日における最終の株主名簿（実質株主名簿を

含む。以下同じ。）に記載又は記録された株主をもって、その決算期に関する

定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 

２ 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告

して臨時に基準日を定めることができる。 

 

（名義書換代理人） 

第７条 本会社は、株式及び端株につき名義書換代理人を置くことができる。 
２ 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会が定めて公告する。 

 

（株式取扱規則） 

第８条 本会社の株券の種類並びに株式の名義書換、端株原簿の記載、質権の

登録及び抹消、信託財産の表示及び抹消、株券の再発行その他株式及び端株

に関する手続及び手数料は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、

取締役会において定める株式取扱規則による。 

 

 

第３章 株主総会 

 
（招集及び開催地） 

第９条 本会社の定時株主総会は、毎年６月に、臨時株主総会は、必要がある

場合に随時、取締役会の決議に基づいて、社長が招集する。 
２ 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の

取締役がこれを招集する。 
３ 株主総会は、東京都各区内のいずれかにおいて開催する。 
 
（株主総会の議長） 

第１０条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。 
２ 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の

取締役がこれに当たる。 
 
（決議方法） 

第１１条 株主総会の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。

ただし、法令又は本定款に別段の定めがある場合にはその定めによる。 
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２ 株主総会の特別決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 
 
（議決権の代理行使） 

第１２条 株主又はその法定代理人は、本会社の株主以外の者に議決権の行使

を委任してはならない。ただし、政府、地方公共団体又は法人が株主である

場合には、政府職員、地方公共団体職員又は使用人に議決権の行使を委任す

ることができる。 
２ 株主又はその法定代理人が議決権の行使を委任するには、総会毎にあらか

じめ本会社に委任状を提出しなければならない。 
 
（株主総会の議事録） 

第１３条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果については、これ

を議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は

電子署名を行う。 
 
 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 
（取締役の員数） 

第１４条 本会社に、○名以内【Ｐ】の取締役を置く。 

 

（取締役の選任決議） 

第１５条 取締役の選任の決議は、総株主の議決権の３分の１以上に当たる株

式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の選任決議は、累積投票によらない。 

 

（取締役の任期） 

第１６条 取締役の任期は、就任後２年以内の最終の決算期に関する定時株主

総会終結の時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、増員のため選任された取締役又は任期の満了前

に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役

の任期の満了すべき時までとする。 
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（代表取締役及び役付取締役） 

第１７条 本会社に、社長１名を置き、取締役会の決議をもって取締役の中か

ら選定する。 

２ 本会社には、副社長並びに専務取締役及び常務取締役各若干名を置くこと

ができる。 

３ 前項の副社長、専務取締役及び常務取締役の選定については、第１項の規

定を準用する。 
４ 社長は、本会社を代表する。 
５ 社長のほか、取締役会の決議をもって、本会社を代表する取締役若干名を

選定することができる。 
６ 社長は、取締役会の決議に基づき、本会社の業務を総理する。 
７ 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の

取締役がその業務を行う。 

 

（取締役会） 

第１８条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。 
２ 社長に、事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によ

り、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。 
３ 取締役会を招集するには、会日の３日前までに、各取締役及び各監査役に

その通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間

を短縮することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、

招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。 

５ 前４項に定めるもののほか、取締役会に関し必要な事項は、本定款に別段

の定めがある場合を除き、取締役会で定める取締役会規程による。 

 

（取締役会の決議方法） 

第１９条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過

半数で行う。 

 

（取締役会の議事録） 

第２０条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果については、これ

を議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又

は電子署名を行う。 
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（相談役及び顧問） 

第２１条 本会社に、取締役会の決議により、相談役及び顧問若干名を置くこ

とができる。 
 
 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（監査役の員数） 

第２２条 本会社に、○名以内【Ｐ】の監査役を置く。 

 

（監査役の選任決議） 

第２３条 第１５条第１項の規定は、監査役の選任に準用する。 

 

（監査役の任期） 

第２４条 監査役の任期は、就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主 

総会終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。 

 

（常勤監査役） 

第２５条 監査役は、互選により常勤監査役若干名を定める。 

 

（監査役会） 

第２６条 監査役会を招集するには、会日の３日前までに、各監査役にその通

知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。 
２ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くこ

とができる。 
３ 前２項に定めるもののほか、監査役会に関し必要な事項は、監査役会で定

める監査役会規程による。 

 

（監査役会の決議方法） 

第２７条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の

過半数で行う。 
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（監査役会の議事録） 

第２８条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果は、これを議事録

に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 

 

 

第６章 計 算 

 

（営業年度） 

第２９条 本会社の営業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
（利益配当金） 

第３０条 利益配当金は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主又は登録質権者及び同日における最終の端株原簿に記載又は記録さ

れた端株主に支払う。 

２ 利益配当金が、支払開始の日から起算して３年以内に受領されないときは、

本会社は、支払の義務を免れる。 

３ 利益配当金には、前項の期間内であっても、利息を付さない。 
 
（中間配当金） 

第３１条 本会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日における最終の

株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者及び同日における最終

の端株原簿に記載又は記録された端株主に中間配当金を支払うことができ

る。 
２ 前条第２項及び第３項の規定は、中間配当金に準用する。 
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附  則 

 

（設立に際して発行する株式） 

第１条 本会社の設立に際して発行する株式の総数は○株【Ｐ】とし、１株の

発行価額は○円【Ｐ】とし、１株の発行価額中資本に組み入れない額は○円

【Ｐ】とする。 

 

（設立の際の出資） 

第２条 本会社の設立に際し、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構は、日本アルコール産業株式会社法附則第７条の規定により、その財産

のうち、同法附則第１９条の規定による改正前のアルコール事業法第３１条

及び附則第２条に規定する業務に係るものを出資し、その価格は、○円【Ｐ】

とし、これに対し、○株【Ｐ】を割り当てる。 

 

（最初の取締役及び監査役の任期） 

第３条 本会社の最初の取締役及び監査役の任期は、それぞれ第１６条第１項

及び第２４条第 1 項の規定にかかわらず、就任後１年内の最終の決算期に関

する定時株主総会終結の時までとする。 

 

（設立費用） 

第４条 本会社の負担すべき設立費用は、２００万円以内とする。 

 

 

 日本アルコール産業株式会社設立のため、設立委員は、この定款を作成し、

次に記名押印する。 

       平成１８年３月 日 
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日本アルコール産業株式会社の設立委員

参考資料



日本アルコール産業株式会社設立委員

石毛 博行 経済産業省製造産業局長

木村 福成 慶応義塾大学経済学部教授

牧野 力 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長

米倉 弘昌 社団法人日本経済団体連合会副会長

（以上４名、５０音順）



日本アルコール産業株式会社法

参考資料
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日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
法

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

経
営
の
健
全
性
及
び
安
定
性
の
確
保
（
第
四
条
―
第
九
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
十
条
―
第
十
二
条
）

第
四
章

罰
則
（
第
十
三
条
―
第
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
会
社
の
目
的
及
び
事
業
）

第
一
条

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
（

平
成
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造
に
関
す
る
事
業
及

び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

２

会
社
は
、
前
項
の
事
業
を
営
む
ほ
か
、
同
項
の
事
業
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
経

済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
同
項
の
事
業
以
外
の
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
号
の
使
用
制
限
）

第
二
条

会
社
で
な
い
者
は
、
そ
の
商
号
中
に
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
と
い
う
文
字
を
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
一
般
担
保
）

第
三
条

会
社
の
社
債
権
者
は
、
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

２

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
の

先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

第
二
章

経
営
の
健
全
性
及
び
安
定
性
の
確
保

（
新
株
、
社
債
及
び
借
入
金
）

第
四
条

会
社
は
、
新
株
若
し
く
は
新
株
予
約
権
を
発
行
し
、
社
債
を
募
集
し
、
又
は
弁
済
期
限
が
一
年

を
超
え
る
資
金
を
借
り
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
新
株
予
約
権
が
行
使
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
新
株
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２

会
社
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
新
株
を
発
行
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
表
取
締
役
等
の
選
定
等
の
決
議
）

第
五
条

会
社
の
代
表
取
締
役
又
は
代
表
執
行
役
の
選
定
及
び
解
職
並
び
に
監
査
役
の
選
任
及
び
解
任
又

は
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）

第
二
十
一
条
の
八
第
七
項
に
規
定
す
る
監
査
委
員
の
選
定
及
び
解
職
の
決
議
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
事
業
計
画
）

第
六
条

会
社
は
、
毎
営
業
年
度
の
開
始
前
に
、
そ
の
営
業
年
度
の
事
業
計
画
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
重
要
な
財
産
の
譲
渡
等
）

第
七
条

会
社
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
款
の
変
更
等
）

第
八
条

会
社
の
定
款
の
変
更
、
利
益
の
処
分
、
合
併
、
分
割
及
び
解
散
の
決
議
は
、
経
済
産
業
大
臣
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
財
務
諸
表
）

第
九
条

会
社
は
、
毎
営
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
営
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

及
び
営
業
報
告
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

雑
則

（
監
督
）
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第
十
条

会
社
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
監
督
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
社
に
対
し
、

業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
検
査
）

第
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
社
か

ら
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
会
社
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場

に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
十
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
条
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
七
条
又
は
第
八
条
（

会
社
の
定
款
の
変
更
の
決
議
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
社
が
発
行
す
る
株
式
の
総
数
を
変
更
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

罰
則

第
十
三
条

会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
又
は
職
員
が
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
、
賄
賂
を
収
受
し
、

ろ

又
は
そ
の
要
求
若
し
く
は
約
束
を
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
不
正

の
行
為
を
し
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
人
が
収
受
し
た
賄
賂
は
、
没
収
す
る
。
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
。

第
十
四
条

前
条
第
一
項
の
賄
賂
を
供
与
し
、
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
を
し
た
者
は
、
三
年
以

下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
自
首
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条

第
十
三
条
第
一
項
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
条
の
例
に
従
う
。

第
十
六
条

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
会
社

の
取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
会
社
の
取
締
役
、

執
行
役
又
は
監
査
役
は
、
百
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
事
業
を
営
ん
だ
と
き
。

二

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
新
株
若
し
く
は
新
株
予
約
権
を
発
行
し
、
社
債
を
募
集
し
、

又
は
資
金
を
借
り
入
れ
た
と
き
。

三

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
新
株
を
発
行
し
た
旨
の
届
出
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
。

四

第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
事
業
計
画
の
認
可
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

五

第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
た
と
き
。

六

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
若
し
く
は
営
業
報
告
書
を
提
出
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
た
こ
れ
ら
の
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。

七

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
十
八
条

第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十

条
、
第
二
十
一
条
（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
四
十
五
号
）
附
則
第
五
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定

は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
附
則
第
二
十
一
条
中
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総

合
開
発
機
構
法
附
則
第
五
条
の
改
正
規
定
は
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
法
律
の
廃
止
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
会
社
を
で
き
る
限
り
早
期
に
民
営
化
す
る
た

め
、
速
や
か
に
こ
の
法
律
の
廃
止
を
含
め
た
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
保
有
す
る
株
式
の
売
却
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そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
設
立
委
員
）

第
三
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
、
会
社
の
設
立
に
関
し
て
発
起
人
の
職
務
を
行
わ
せ
る
。

（
定
款
）

第
四
条

設
立
委
員
は
、
定
款
を
作
成
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
会
社
の
設
立
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
）

第
五
条

会
社
の
設
立
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
に
関
す
る
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）

第
百
六
十
八
条
ノ
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
定
款
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
社
の
設
立
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
二
百
八
十
四
条
ノ
二
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
発
行
価
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
額
を
資
本
に
組
み
入
れ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
本
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
本
法
又
ハ
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業

株
式
会
社
法
」
と
す
る
。

（
株
式
の
引
受
け
）

第
六
条

会
社
の
設
立
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
の
総
数
は
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技

術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
引
き
受
け
る
も
の
と
し
、
設
立
委
員
は
、
こ
れ
を

機
構
に
割
り
当
て
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た
株
式
に
よ
る
会
社
の
設
立
に
関
す
る
株
式
引
受
人
と
し
て
の

権
利
は
、
政
府
が
行
使
す
る
。

（
出
資
）

第
七
条

機
構
は
、
会
社
の
設
立
に
際
し
、
会
社
に
対
し
、
そ
の
財
産
の
う
ち
、
附
則
第
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
（
以
下
「
旧
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条

及
び
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
も
の
を
出
資
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
創
立
総
会
）

第
八
条

会
社
の
設
立
に
係
る
商
法
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
百

七
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
払
込
及
現
物
出
資
ノ
給
付
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式

会
社
法
附
則
第
六
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
株
式
ノ
割
当
」
と
す
る
。

（
会
社
の
成
立
）

第
九
条

附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
出
資
に
係
る
給
付
は
、
附
則
第
十
九
条
の
規
定
の
施

行
の
時
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
会
社
は
、
商
法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
に
成

立
す
る
。

（
設
立
の
登
記
）

第
十
条

会
社
は
、
商
法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
の
成
立
後
遅
滞
な
く
、

そ
の
設
立
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
府
へ
の
無
償
譲
渡
）

第
十
一
条

機
構
が
出
資
に
よ
っ
て
取
得
す
る
会
社
の
株
式
は
、
会
社
の
成
立
の
時
に
、
政
府
に
無
償
譲

渡
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
商
法
の
適
用
除
外
）

第
十
二
条

商
法
第
百
六
十
七
条
、
第
百
六
十
八
条
第
二
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
及
び
第

百
八
十
四
条
の
規
定
は
、
会
社
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
権
利
及
び
義
務
の
承
継
等
）

第
十
三
条

機
構
は
、
会
社
の
成
立
の
時
に
お
い
て
旧
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第
三
十
一
条
及
び
附
則
第
二

条
に
規
定
す
る
業
務
を
終
了
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の
業
務
に
係
る
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ

の
時
に
お
い
て
会
社
が
承
継
す
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
が
機
構
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
そ
の
承
継
の

際
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
よ
り
そ
の
資
本
金
を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
承
継
の
際
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産

業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
以
下
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
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係
る
勘
定
に
属
す
る
資
本
金
の
額

二

そ
の
承
継
の
際
旧
機
構
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
勘
定
及
び
一
般

ア
ル
コ
ー
ル
販
売
勘
定
に
属
す
る
資
本
金
の
額

（
商
号
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
十
四
条

第
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
商
号
中
に
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株

式
会
社
と
い
う
文
字
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
六
月
間
は
、
適
用
し
な

い
。

（
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
十
五
条

会
社
の
成
立
の
日
の
属
す
る
営
業
年
度
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
中
「
毎
営
業
年

度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
社
の
成
立
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

（
ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造
の
事
業
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条

会
社
は
、
そ
の
成
立
の
日
に
お
い
て
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

（
非
課
税
）

第
十
七
条

附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
が
受
け
る
設
立
の
登
記
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り

機
構
が
行
う
出
資
に
係
る
財
産
の
給
付
に
伴
い
会
社
が
受
け
る
登
記
又
は
登
録
に
つ
い
て
は
、
登
録
免

許
税
を
課
さ
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
八
条

附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
会
社
の
設
立
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
特
定
ア
ル
コ
ー
ル
の
販
売
」
を
「
特
定
ア
ル
コ
ー
ル
の
譲
渡
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
を
「
ア
ル
コ
ー
ル
が
酒
類
の
原
料
に

不
正
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
額
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
額
（
以
下
「
加
算
額
」
と
い
う
。
）
を
含
む
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
」
を
「
次
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
」
に
、
「
販
売
す
る
」
を
「
譲
渡
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
、
第
四
条
第
三
号
」
を
「
及
び
第
四
条
第
三
号
」
に
改
め
、
「
及
び
機

構
」
を
削
る
。

「
第
三
章

特
定
ア
ル
コ
ー
ル
の
販
売
」
を
「
第
三
章

特
定
ア
ル
コ
ー
ル
の
譲
渡
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
国
庫
納
付
金
）

第
三
十
一
条

製
造
事
業
者
又
は
輸
入
事
業
者
は
、
特
定
ア
ル
コ
ー
ル
と
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
を
譲
渡
し

た
と
き
は
、
当
該
譲
渡
し
た
特
定
ア
ル
コ
ー
ル
の
数
量
に
当
該
特
定
ア
ル
コ
ー
ル
に
係
る
加
算
額
を

乗
じ
て
得
た
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
担
保
の
提
供
）

第
三
十
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
の
義
務
の
履
行
を
確

保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
製
造
事
業
者
又
は

輸
入
事
業
者
に
対
し
、
金
額
及
び
期
間
を
指
定
し
、
納
付
金
に
つ
き
担
保
の
提
供
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
金
額
又
は
期
間
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
の
提
供
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
製
造
事
業
者
又
は
輸
入
事
業
者
が
担
保
を
提
供
す
る
ま
で
、
当
該
製
造
事
業

者
又
は
当
該
輸
入
事
業
者
が
保
有
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
処
分
又
は
譲
渡
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条

削
除

第
三
十
五
条
中
「
、
許
可
使
用
者
及
び
機
構
」
を
「
及
び
許
可
使
用
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
は
、
」
の
下
に
「
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
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付
金
又
は
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
に
違
反
し
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
処
分
し
又
は
譲
渡
し

た
者

附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で

削
除

附
則
第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

附
則
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
中
「
又
は
機
構
」
を
削
る
。

附
則
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

附
則
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条

削
除

附
則
第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条

削
除

（
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条

旧
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
前
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な

す
。

２

前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
改
正
に
伴
い
必
要

な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
前
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
前
条
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
五
条
各
号
」
に
改
め
、
同

条
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
十
五
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
削
り
、

同
条
第
五
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
五
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
前
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
前
条
第
十
二
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十

五
条
各
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め

る
。附

則
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
及
び
同
条
第
五
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
前
条
第
十
二
号
」

に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条

削
除

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
前
条
第
十
二
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
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を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
前
条
第
十
二
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第

十
五
条
各
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
前
条
第
十
二
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第

十
五
条
各
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

附
則
第
十
九
条
の
規
定
の
施
行
前
に
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
機
構
が
し
た
行
為
及
び
機
構
に
対
し
て

な
さ
れ
た
行
為
（
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
が
承
継
す
る
こ
と
と
な
る
権
利
及
び
義
務
に
関

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
会
社
を
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
と

み
な
す
。

２

附
則
第
十
九
条
の
規
定
の
施
行
前
に
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
機
構
が
し
た
行
為
及
び
機
構
に
対
し
て
な
さ

れ
た
行
為
（
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
が
承
継
す
る
こ
と
と
な
る
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
会
社
を
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
と
み
な

す
。

（
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
二
号
チ
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。


